
令和６年分所得税の定額減税のための申告フロー
（給与所得者の方用）

あなたに同一生計配偶者、
控除対象扶養親族又は16
歳未満の扶養親族はいま
すか？

６月１日以後最初に支払われる給
与等に対する源泉徴収税額からあ
なた本人分の30,000円と同一生計
配偶者等ああの人数×30,000円の
合計額が控除されます。

６月１日までに「扶養
控除等申告書」を勤務
先に提出しています
か？

No

Yes

扶養控除等申告書を提出し
ていない勤務先においては、
令和６年分の所得税につい
て定額減税を受けることは
できません。
※確定申告の際に定額減税を受
けることができます。

No

Yes

６月１日以後最初に支払われる
給与等に対する源泉徴収税額か
ら30,000円が控除されます。
※追加の手続はありません。

勤務先に提出済の扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者等を、
６月１日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から控除される定
額減税額の計算に含める場合は、その同一生計配偶者等について当てはま
るものを下の表から選択し、該当する申告書を勤務先に提出してください。

STEP２に進む

Yes No

追加の手続はありません。
※勤務先において、提出済
の扶養控除等申告書に基づ
いて定額減税額が計算され
ます。

提出済の扶養控除等申告書に記載していない同
一生計配偶者等について、原則、扶養控除等申
告書に記載して勤務先に提出してください。
※「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に記
載して提出することもできます。

提出済の扶養控除等申告書に記載していない同
一生計配偶者について、「源泉徴収に係る定額
減税のための申告書」に記載して勤務先に提出
してください。

記載例⇒ 扶養控除等申告書の記載のしかた

記載例⇒ 源泉徴収に係る定額減税のための申告書
の記載のしかた

※具体的な手続については、勤務先からの案内に基づいて行ってください。

STEP１ 定額減税の対象・定額減税額の確認

STEP２ 必要な手続の確認

同一生計配偶者等の全員について、勤務先に提出済の「扶養控除等申告書」に記
載していますか？

（注）１ ６月１日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれ
なかった定額減税額は、以後の給与等（令和６年分）に対する源泉徴収税額か
ら順次控除されます。

２ 非居住者である同一生計配偶者等は定額減税額の計算に含めることはできま
せん。

国 税 庁 令和６年４月

控除対象
扶養親族

16歳未満
の

扶養親族

同一生計配偶者

令和６年中の合計所得
金額の見積額が48万
円以下である源泉控除
対象配偶者

あなたの令和６年
中の合計所得金額
が900万円超と見
込まれる場合の同
一生計配偶者

○定額減税額の例
同一生計配偶者等が
１人の場合： 60,000円
２人の場合： 90,000円
３人の場合：120,000円
４人の場合：150,000円

（注１）

（注１）

（注２）
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